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Ⅲ　テレビ番組の登録商標侵害による派生問題
に関する検討
１．テレビ番組の名称とその役務との関係問

題について
２．商標侵害案件に係る逆混同の問題について

おわりに

はじめに

　本案件は公衆向けに放映されるときに使用するテ
レビ番組の名称と、第三者の保有する登録商標の文
字が同一又は類似する場合、当該番組名称が商標権
者の登録商標専用権を侵害するか否かの問題に係る
案件である。登録商標権者が権利侵害を理由に訴え
たテレビ番組「非誠勿擾」の知名度の高さ及び強人
気により、本案件も公衆の広範な注目を浴びていた。
一審において、裁判所は番組名称が商標権者の登録
商標専用権を侵害していないという判決を言い渡し
たものの、二審裁判所は一審判決を覆し、登録商標
専用権侵害に該当すると判示した。しかも、当事者
が侵害認定結果を不服として、上級裁判所に再審請
求を提出したとき、再審裁判所は審査を経て再審
請求を受理した。再審判決において、裁判所はテレ
ビ番組名称の使用が商標的使用に該当するか、如何
にテレビ番組と内容題材との間の関係を判断するか、
如何にテレビ番組の役務区分を判断するかなどにつ
いて、より深い分析を行なった。再審判決では簡単
かつ孤立的にテレビ番組の表現方式、又は題材内容
を番組全体から切り離したのではなく、番組全体と
主な特徴に対して総合的に考察し、かつ、関連行為
の本質を把握した上、合理的に認定しなければなら
ないと指摘すると同時に、「商標法」の趣旨に立脚す
ることにより、関連公衆に混同・誤認をもたらす可
能性、商標権侵害に該当するか否かについての判断
を再審基準とした。本案件において、裁判所は知的
財産権に対する司法的保護力についても、革新的な
時代ニーズに適応すべきであるという中国特色の司
法政策における「調和的比例」を反映しているため、

やはり「2016年度10大知的財産案件」としての典型
的な意義があると考えられる。

Ⅰ　案件の概況

１．基本情報

再審申立人（一審被告、二審被上訴人）：江蘇
省ラジオ・テレビ総局 

再審申立人（一審被告、二審被上訴人）：深圳
市珍愛網信息技術有限公司

再審被申立人（一審原告、二審上訴人）：金阿
歓

判決情報：
一審：（2013）深南法知民初字第208号
二審：（2015）深中法知民終字第927号
再審：（2016）粤民再447号 

２．案件の経緯  

2009年２月16日、金阿歓は商標局に商標「非誠
勿擾」を出願し、2010年９月７日付で登録された
が、その指定役務には第45類の「交友サービス、
結婚相談所」などが含まれている。

江蘇省ラジオ・テレビ総局（以下「江蘇テレビ
局」という）傘下の江蘇衛星放送テレビは、2010
年度に婚姻・交友をテーマとするテレビ番組「非
誠勿擾」を放映していた。深圳市珍愛網信息技術
有限公司（以下「珍愛網」という）は、当該テレ
ビ番組「非誠勿擾」において、お見合い相手を推
薦し、広告・販売促進サービスを提供すると同時
に、深圳南山区に募集場所を設け、出演者を募集
したことがある。

【登録商標】登録番号7199523　　　【テレビ番組名称】
第45類：交友サービス、婚姻介紹所等

金阿歓は2012年に江蘇テレビ局と珍愛網が自己
の登録商標専用権を侵害したとして、深圳市南山


